
　　開場及び 　【午前の部】８時30分
受付開始時間 　【午後の部】12時45分

月 日 曜日 相談時間 税理士対応

2 16 月

2 17 火 ○

2 18 水

2 19 木

2 20 金 ○

2 24 火

2 25 水

2 26 木

2 27 金

3 2 月 ○

3 3 火 箱川上分 　　箱川下分　　乙ノ馬手

3 4 水

3 5 木

3 6 金
【受付延長日】
午前の部：9時～11時30分
午後の部：13時～18時

3 9 月

3 10 火 田手村　田手宿　

3 11 水 上中杖上　苔野　若楠園　鳥ノ隈　 ○

3 12 木 新宮田　目達原東団地　目達原西団地

3 13 金 目達原　

3 16 月 予備日

令和７年分所得税・令和８年度住民税

申　告　相　談　日　程　表

会場：中央公民館講堂

行政区

年金収入または給与収入のみの方

（農業所得等その他の所得のある方は別日にお願いします）

午前の部：9時～11時30分

午後の部：13時～15時

大曲宿舎　川原団地　中の原団地

永田ヶ里　大曲

年金収入または給与収入のみの方

（農業所得等その他の所得のある方は別日にお願いします）

永山　坂本　松隈　上石動　下石動　西石動

立野　　立野団地

吉田

三津住宅　肥前職員寮　在川   松葉　辛上
大塚ヶ里

横田　

上三津東　上三津西　下三津東　下三津西

※3月6日（金）は受付時間を延長しています。
※3月16日（月）は予備日としています。申告受付は可能です。

下豆田　　下藤　　田中

上豆田　　上豆田団地

萩原　萩原団地

力田　衣村　伊保戸　曽根　上中杖　下中杖
吉野ヶ里

午前の部：9時～11時30分

午後の部：13時～15時


